
提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）　

山梨県ヤングケアラー支援計画素案

番号 箇所 意見の内容 意見数 対応種別 対応方針

1

２ ヤングケアラーを取
り巻く状況
（１）山梨県内の人口等
②ケアを必要としてい
る人等の状況

精神保健福祉手帳の所持者と自立支援医療の
助成対象者、障害者総合支援法の障害認定区
分該当者ならびに介護保険の要支援区分認定
者の数も追加明示いただきたい。
精神障がいをもつ親の子どもが行っているこ
とはケアではないと、本人や周囲が認識してし
まうこととなり、「親のことは隠さなければな
らない」と、どんどん見えぬ存在となり、第三者
のサポートがほしくともできなくなってしま
う。また要支援の区分の方でも、認知症の周辺
症状により、追い込まれてしまう家族がいるた
め、該当者の数も出していただきたい。

1
修正加筆
意見反映

ご意見を踏まえ、精神保健福祉手帳交付者数につ
いて、追記いたします。ここでは、本県におけるケ
アを必要とする人等の状況について、ケアを必要
とする人は多岐にわたることからすべての状況を
掲載することは困難なため、一部の事例を示して
います。このため、ご意見のあった自立支援医療
の助成対象者等の障害者関係の事例について
は、手帳交付者数等で掲載済のため、追記は見送
りとさていただきます。また、要支援区分認定者
数については、記載済の要介護認定者数の中に
含まれており、要介護度別の内訳は、障害者手帳
の等級別の記載を行っていないのと同様に記載
しません。

2

５　計画の進捗管理・推
進体制
（２）計画の推進体制
①県民一体となって推
進

「医療福祉介護の関係者」を追記してほしい。

1
修正加筆
意見反映

ご意見を踏まえ、その他の記載事項の見直しを踏
まえ、次のとおり修正しました。
「県、市町村、県民、教育・福祉関係者等と相互に
連携～」

3 その他

令和4年度山梨県自立支援協議会　相談支援・
人材部会の課題の中に「ヤングケアラーへの支
援について相談支援事業の観点から検討を行
う」との記載がある資料を拝見したが、ぜひ自
立支援協議会との連携について、教えてほし
い。

1 その他

自立支援協議会の相談支援・人材部会の構成員
の方は、ほぼ相談支援専門員であると伺っており
ます。本県では、有識者や支援者の代表者で構成
したヤングケアラー支援ネットワーク会議におい
て、ヤングケアラー支援における連携支援の在り
方等について検討を行っておりますが、この構成
員として相談支援専門員の団体の代表者の方に
ご参加いただいております。相談支援専門員の団
体と連携を図っておりますので、こちらを通じて、
ご質問のありました自立支援協議会にも情報が
提供されていると考えております。
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